
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内視鏡の挿入部に設けられ、この挿入部の長手方向に直交することなく、且つ平行でもな
い方向に少なくとも２本以上の金属素線を編みこんで形成した網状管を有する内視鏡の可
撓管において、
内視鏡内部と外部との間で圧力差が発生した際に生じる、長手方向に伸張する力に対し、
略同等な大きさの長手方向に収縮する力を発生するための収縮部材を設けたことを特徴と
する内視鏡の可撓管。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、オートクレーブ滅菌（高温高圧蒸気滅菌）可能な内視鏡の可撓管に関する。
【０００２】
【従来の技術】
今日、内視鏡は、医療分野においては、広く用いられる。医療用の内視鏡は、体腔内等に
細長な挿入部を挿入することによって体腔内の深部等を観察したり、必要に応じて処置具
を用いることにより治療処置等を行なうことができる。上記医療用の内視鏡は、使用後、
確実に消毒滅菌することが必要不可欠である。
【０００３】
このような医療用の器類の滅菌として、オートクレーブ滅菌（高温高圧蒸気滅菌）は、主
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流になりつつある。オートクレーブ滅菌（高温高圧蒸気滅菌）は、煩雑な作業を伴わず、
滅菌後にすぐに機器を使用でき、しかもランニングコストが安い。
【０００４】
このようなオートクレーブ滅菌可能な内視鏡は、例えば、特開２０００－１５７４８４号
公報に記載されているようにオートクレーブ滅菌の陰圧工程時において、内視鏡内部の圧
力が外部よりも相対的に高くなってしまうことを防止するために、内視鏡内部の圧力が外
部に対して所定値以上、高圧になると開放（弁が開く）ような逆止弁を備えたものが提案
されている。
【０００５】
【特許文献１】
特開２０００－１５７４８４号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特開２０００－１５７４８４号公報に記載の内視鏡は、オートクレー
ブ滅菌の加圧工程時で内視鏡外部が加圧されると、上記陰圧工程時に逆支弁が開放したと
きの低い圧力で内視鏡内部の圧力が保持されている状態であるので、この内視鏡内部の圧
力が外部に対して低くなる。これら内視鏡内外の圧力差により、上記内視鏡は、内視鏡外
部から内視鏡内部に向かって圧力が全体にかかる。
【０００７】
すると、図４の概念図に示すように内視鏡挿入部の可撓管部１００は、可撓管１００の内
部と外部との間で圧力差が発生し、径を縮めながら軸方向に延びる（伸張する）ような力
Ｆ１を受ける。この可撓管部１００が伸張する力Ｆ１は、網状管がその編み角を変えるこ
とで、可撓管径を収縮させつつ、軸方向に伸張することによるものである。
このように可撓管部１００が伸びてしまうと、内視鏡は、内蔵物の長さが足りなくなった
り、指標位置がずれてユーザが挿入長を誤認識するなどの虞れが生じる。
【０００８】
本発明は、上述した点に鑑みてなされたもので、オートクレーブ滅菌時に長さ変化を抑制
可能な内視鏡の可撓管を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は、内視鏡の挿入部に設けられ、この挿入部の長手方向
に直交することなく、且つ平行でもない方向に少なくとも２本以上の金属素線を編みこん
で形成した網状管を有する内視鏡の可撓管において、内視鏡内部と外部との間で圧力差が
発生した際に生じる、長手方向に伸張する力に対し、略同等な大きさの長手方向に収縮す
る力を発生するための収縮部材を設けたことを特徴としている。
この構成により、オートクレーブ滅菌時に長さ変化を抑制可能な内視鏡の可撓管を実現す
る。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の１実施の形態を説明する。
図１ないし図３は、本発明の１実施の形態に係り、図１は本発明の１実施の形態を備えた
内視鏡装置を示す全体構成図、図２は図１の内視鏡挿入部の可撓管部を示す説明図、図３
は図２の可撓管部中の網状管を拡大した説明図である。
【００１１】
図１に示すように本発明の１実施の形態を備えた内視鏡装置１は、図示しない撮像手段を
備えた内視鏡２と、内視鏡２に着脱自在に接続されてこの内視鏡２に挿通配設されたライ
トガイドに照明光を供給する光源装置３と、内視鏡２に信号ケーブル４を介して接続され
て内視鏡２の撮像手段を制御すると共に、この撮像手段から得られた信号を処理して標準
的な映像信号を出力するビデオプロセッサ５と、このビデオプロセッサ５からの映像信号
を入力し、内視鏡画像を表示するモニタ６から構成されている。尚、内視鏡２は、観察や
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処置に使用された後、洗滌後にオートクレーブ滅菌（高温高圧蒸気滅菌）可能なように構
成されている。
【００１２】
内視鏡２は、可撓性を有する細長の挿入部７と、この挿入部７の基端側に設けられた操作
部８とから主に構成される。
内視鏡２は、この操作部８に側部から延出した可撓性を有するユニバーサルコード９が設
けられている。このユニバーサルコード９は、この端部に光源装置３と着脱自在に接続可
能なコネクタ部１０が設けられている。また、コネクタ部１０は、この側部に延出して電
気コネクタ部１１が設けられている。電気コネクタ部１１は、ビデオプロセッサ５と接続
可能な信号ケーブル４が着脱自在に接続可能である。
【００１３】
挿入部７と操作部８との接続部には、この接続部の急激な曲がりを防止する弾性部材を有
する挿入部側折れ止め部材１２が設けられている。同様に、操作部８とユニバーサルコー
ド９との接続部には操作部側折れ止め部材１３が設けられ、ユニバーサルコード９とコネ
クタ部１０との接続部にはコネクタ部側折れ止め部材１４が設けられている。
【００１４】
挿入部７は、可撓性を有する柔軟な可撓管部１５と、この可撓管部１５の先端側に設けた
湾曲自在な湾曲部１６と、先端に設けられ図示しない観察光学系、照明光学系などが配設
された先端部１７とから構成されている。
操作部８は、送気操作、送水操作を操作する送気送水操作ボタン２１と、吸引操作を操作
するための吸引操作ボタン２２と、湾曲部１６の湾曲操作を行うための湾曲操作ノブ２３
と、ビデオプロセッサ５を遠隔操作するための複数のリモートスイッチ２４と、処置具挿
通用チャンネルに連通した開口である処置具挿入口２５とが設けられている。
【００１５】
先端部１７は、送気操作、送水操作によって図示しない観察光学系の観察窓に向けて洗滌
液体や気体を噴出するための図示しない送液口及び送気送水ノズルと、挿入部７に処置具
を挿通したり体腔内の液体を吸引するための図示しない処置具チャンネルの先端側開口で
ある図示しない吸引口とが設けられている。
【００１６】
コネクタ部１０は、光源装置３に内蔵された図示しない気体供給源と着脱自在に接続され
る気体供給口金２６と、液体供給源である送水タンク２７と着脱自在に接続される送水タ
ンク加圧口金２８及び液体供給口金２９と、先端部１７の吸引口より吸引を行うための図
示しない吸引源と接続される吸引口金３０と、先端部１７の送液口より送水を行うための
図示しない送水手段と接続される注入口金３１とが設けられている。また、コネクタ部１
０は、高周波処理等を行った際に内視鏡に高周波漏れ電流が発生した場合に漏れ電流を高
周波処理装置に帰還させるためのアース端子口金３２が設けられている。
【００１７】
コネクタ部１０は、内視鏡２の形状に対応した図示しない規制部が形成されている。この
規制部は、内視鏡２のそれぞれの部分が所定の位置に納まるように形成されている。また
、規制部は、挿入部７が収納される図示しない挿入部規制部が設けられている。
【００１８】
電気コネクタ部１１は、内視鏡２の内部と外部とを連通する図示しない通気部が設けられ
ている。また、電気コネクタ部１１は、圧力調節弁付き防水キャップ３３が着脱自在に接
続可能である。この防水キャップ３３は、図示しない圧力調節弁が設けられている。この
圧力調節弁は、内視鏡内部の圧力が外部の圧力に比べて所定値を超えると開放し、内視鏡
内部の圧力を所定値に保持するようになっている。本実施の形態では、圧力調節弁は、オ
ートクレーブ滅菌（高温高圧蒸気滅菌）の加圧時に、内視鏡内部の圧力が外部よりも低く
なるときの圧力差によって発生する可撓管部１５を伸張する力に対し、可撓管部１５を収
縮する力が略同等となるように、所定値を設定可能となっている。
尚、本実施の形態では、圧力調節弁は、例えば、内視鏡内外の圧力差が１５ｋＰａ以上で
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開放するように設定されている。
【００１９】
また、オートクレーブ滅菌の際、内視鏡２は、滅菌用収納ケース（以下、収納ケース）３
４に収納される。
収納ケース３４は、内視鏡２を収納するトレイ３５と、このトレイ３５の裏蓋部材３６と
から構成されている。これらトレイ３５と裏蓋部材３６とは、複数の図示しない通気口が
設けられており、オートクレーブ滅菌（高温高圧蒸気滅菌）時はこの孔を通じて水蒸気が
通過できるようになっている。
【００２０】
トレイ３５は、内視鏡２に対応した図示しない規制部が形成されている。この規制部は、
内視鏡２のそれぞれの部分が所定の位置に納まるようになっている。また、この規制部は
、可撓性を有する挿入部７が収納される図示しない挿入部規制部を有している。
【００２１】
ここで、高温高圧蒸気滅菌の代表的な条件として、米国規格協会承認、医療機器開発協会
発行の米国規格ＡＮＳＩ／ＡＡＭＩ　ＳＴ３７－１９９２では、プレバキュームタイプで
滅菌工程１３２℃で４分、グラビティタイプで滅菌工程１３２℃で１０分とされている。
【００２２】
高温高圧蒸気滅菌の滅菌工程時の温度条件については、高温高圧蒸気滅菌装置の形式や滅
菌工程の時間によって異なるが、一般的に、１１５℃から１３８℃程度の範囲で設定され
る。滅菌装置の中には、１４２℃程度に設定可能なものもある。時間条件については、滅
菌工程の温度条件によって異なるが、一般的に、３分～６０分程度に設定される。滅菌装
置の種類によっては、１００分程度に設定可能なものもある。
この工程での滅菌室内の圧力は、一般的に大気圧に対して＋０．２ＭＰａ程度に設定され
る。
【００２３】
一般的なプレバキュームタイプの高温高圧蒸気滅菌工程は、滅菌対象機器を収容した滅菌
室内を滅菌工程の前に減圧状態にするプレバキューム工程と、この後に滅菌室内に高圧高
温蒸気を送り込んで滅菌を行う滅菌工程が含まれている。プレバキューム工程は、後の滅
菌工程時に滅菌対象機器の細部にまで蒸気を浸透させるための工程であり、滅菌室内を減
圧させることによって滅菌対象機器全体に高圧高温蒸気が行き渡るようになる。プレバキ
ューム工程における滅菌室内の圧力は、一般的には大気圧に対して－０．０７ＭＰａ～－
０．０９ＭＰａ程度に設定される。
【００２４】
滅菌後の滅菌対象機器を乾燥させるために、滅菌工程後に滅菌室内を再度減圧状態にする
乾燥工程が含まれているものがある。この工程では、滅菌室内を減圧して滅菌室内から蒸
気を排除して滅菌室内の滅菌対象機器の乾燥を促進する。この工程における滅菌室内の圧
力は、一般的に大気圧に対して－０．０７～－０．０９ＭＰａ程度に設定される。
【００２５】
内視鏡２をオートクレーブ滅菌（高温高圧蒸気滅菌）する際は、圧力調節弁付き防水キャ
ップ３３を電気コネクタ部１１に取り付けた状態で行う。この状態では、防水キャップ３
３の図示しない圧力調節弁は、閉じており、通気口が防水キャップ３３にて塞がれて、内
視鏡２の内部は外部と水密的に密閉される。
【００２６】
プレバキューム工程を有する滅菌方法の場合は、プレバキューム工程において滅菌室内の
圧力が減少して内視鏡２の内部より外部の方が圧力が低くなるような圧力差が生じると圧
力調節弁が開放し（開き）、通気口を介して内視鏡２の内部と外部が連通して内視鏡２の
内部と滅菌室内の圧力に大きな圧力差が生じるのを防ぐ。このことにより内視鏡２は、内
部と外部の圧力差によって破損することがない。
【００２７】
滅菌工程においては、滅菌室内が加圧され内視鏡２の内部より外部の方が圧力が高くなる
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ような圧力差が生じると圧力調節弁が閉じる。このことにより高圧高温の蒸気は、防水キ
ャップ３３と通気口を介しては内視鏡２の内部は積極的には浸入しない。
しかしながら、高温高圧蒸気は、高分子材料で形成された可撓管部の外皮や内視鏡２の外
装体の接続部に設けられたシール手段であるフッ素ゴムやシリコンゴム等で形成されたＯ
リング等から内部に徐々に侵入する。尚、内視鏡２は、この外装体がプレバキューム工程
で減圧された圧力と滅菌工程での加圧された圧力とが加算された外部から内部に向けた圧
力が生じた状態となる。
【００２８】
滅菌工程後に減圧工程を含む方法の場合は、減圧工程において滅菌室の圧力が減少して内
視鏡２の内部より外部の方が圧力が低くなるような圧力差が発生する。すると、ほぼ同時
に内視鏡２は、圧力調節弁が開放し（開き）、通気口を介して内視鏡内部と外部とが連通
して、内視鏡内部と滅菌室内の圧力とに大きな圧力差が生じるのを防ぐ。このことにより
、内視鏡２は、内視鏡内部と外部の圧力差によって破損することがない。
減圧工程が終わり、滅菌室内が加圧され内視鏡内部より外部の方が圧力が高くなるような
圧力差が生じると、内視鏡２は、圧力調節弁が閉じる。
【００２９】
上述したようにオートクレーブ滅菌（高温高圧蒸気滅菌）の全ての工程が終了すると、内
視鏡２は、この外装体が減圧工程で減圧された分、外部から内部に向けた圧力が生じた状
態となる。
ここで、内視鏡２は、防水キャップ３３を電気コネクタ部１１から取り出すと通気口によ
り内視鏡内部と外部とが連通する。そして、内視鏡２は、この内部が大気圧となり、外装
体に生じていた圧力負荷がなくなるようになっている。
【００３０】
次に、図２及び図３を用いて可撓管部１５の構成を説明する。
図２に示すように可撓管部１５は、内側から順に、金属帯片を螺旋状に巻回した螺旋管３
７と、この螺旋管３７を覆うネット状に形成した網状管３８と、この網状管３８の外側を
被覆する外皮３９とで構成されている。
【００３１】
網状管３８は、図３に示すように少なくとも２本以上の金属素線を長手方向に直交するこ
となく、且つ平行でもない方向に編み込んで形成されている。
ここで、可撓管部１５は、内視鏡内部の圧力が外部よりも低くなるとき、この内視鏡内外
の圧力差によって、網状管３８の編み角を変化させ、可撓管部１５内部の体積を小さくし
ようとする。
【００３２】
このとき、網状管３８は、素線方向が長手方向に近づくような（編み角が浅くなる）力を
受ける。即ち、網状管３８は、可撓管部１５の径を縮めて、その代わり長手方向に対して
可撓管部全体を伸張する力Ｆ１を発生するようになっている。
尚、このとき、可撓管部１５を伸張する力Ｆ１は、圧力差が可撓管部１５表面全体にかか
って変換される値であるので、同じ圧力であっても可撓管部１５の径や長さによって異な
る。
【００３３】
本実施の形態では、この可撓管部１５を伸張する力に対し、この可撓管部１５の外皮３９
が収縮することで可撓管部１５を長手方向に伸張する力と略同等な大きさの長手方向に収
縮する力を可撓管部１５に発生させて、この可撓管部１５の長さ変化を抑制可能に構成す
る。
【００３４】
即ち、本実施の形態では、外皮３９は、例えば、高分子材料であるスチレン系樹脂とエス
テル系樹脂とを１：２の割合でブレンドした樹脂を用いて形成されている。尚、この樹脂
は、例えば、オレフィン系、アミド系等をブレンドしたものを用いて形成しても良い。ま
た、これら樹脂の肉厚は、可撓管部１５の仕様に合わせて形成される。例えば、本実施の
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形態では、可撓管部１５は、長さ１６００ｍｍ、外径１２．９ｍｍに形成されており、外
皮３９は、０．２ｍｍの肉厚に形成されて網状管３８を被覆している。
【００３５】
この外皮３９は、スチレン系樹脂とエステル系樹脂とをブレンドして形成されているので
、オートクレーブ滅菌の熱によって収縮する力Ｆ２が生じるようになっている。この収縮
する力Ｆ２は、各材質の熱収縮率とブレンド比、可撓管部１５の外径の長さ、外皮肉厚に
よって決定される。
本実施の形態では、外皮３９は、可撓管部１５を伸張する力Ｆ１と拮抗する略同等の力と
なるように形成されている。
【００３６】
このように構成される可撓管部１５を有する内視鏡２は、内視鏡検査を終了した後、洗滌
消毒される。そして、洗滌終了後、内視鏡２は、収納ケース３４に収納され、この収納ケ
ース３４と共にオートクレーブ滅菌装置に格納されて上述したオートクレーブ滅菌（高温
高圧蒸気滅菌）処理を行われる。
【００３７】
ここで、内視鏡２は、上述したように可撓管部１５が長さ１６００ｍｍ、外径１２．９ｍ
ｍであり、外皮３９の肉厚が０．２ｍｍであったとする。更に、内視鏡２は、上述したよ
うに圧力調節弁を１５ｋＰａ以上の差で開放するものと設定する。
また、例えばオートクレーブ工程時、オートクレーブ装置の圧力変化は、
陰圧工程　－７６ｋＰａ（大気圧基準）
滅菌工程　２１６ｋＰａ（大気圧基準）
のようになっていたとする。
【００３８】
このとき、上述したようにオートクレーブ滅菌（高温高圧蒸気滅菌）の全ての工程が終了
すると、内視鏡２は、この外装体の１つである可撓管部１５に対して、プレバキューム工
程で減圧された圧力と減圧工程で加圧された圧力とが加算された外部から内部に向けた圧
力が生じた状態となる。
【００３９】
この圧力により、可撓管部１５は、上記オートクレーブ装置の圧力設定及び圧力調節弁の
開放圧力設定によって、滅菌工程中の内外の圧力差として２７７ｋＰａがかかることにな
る。
【００４０】
この圧力２７７ｋＰａを受けて、可撓管部１５は、上述したように網状管３８の編み角を
変化させ、内部の体積を小さくしようとし、これに対して網状管３８が可撓管部１５の径
を縮めて、その代わり長手方向に対して可撓管部全体を伸張する力Ｆ１が発生する。
【００４１】
一方、これに対して、上述したように可撓管部１５は、外皮３９がスチレン系樹脂とエス
テル系樹脂とをブレンドして形成されているので、オートクレーブ滅菌の熱によって収縮
する力Ｆ２が生じ、この力Ｆ２が外皮３９と網状管３８との密着面で可撓管部１５を伸張
する力Ｆ１と拮抗する。
【００４２】
このことにより、内視鏡２は、オートクレーブ滅菌による可撓管部１５の長さ変化に対し
て、可撓管部１５を伸張する力Ｆ１と可撓管部１５を収縮する力Ｆ２との差が寄与し、可
撓管部１５の長さ変化が例えば、±５％以内に抑制される。
【００４３】
この結果、本実施の形態の内視鏡２は、オートクレーブ滅菌時に可撓管部１５の長さ変化
を５％以内に抑制可能である。
これにより、可撓管部１５の長さ変化が５％以内であれば、内視鏡２は、内蔵物の長さが
足りなくなることや、ユーザの挿入長の誤認識を抑えることができる。
【００４４】
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尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱し
ない範囲で種々変形実施可能である。
【００４５】
［付記］
（付記項１）　内視鏡の挿入部に設けられ、この挿入部の長手方向に直交することなく、
且つ平行でもない方向に少なくとも２本以上の金属素線を編みこんで形成した網状管を有
する内視鏡の可撓管において、
内視鏡内部と外部との間で圧力差が発生した際に生じる、長手方向に伸張する力に対し、
略同等な大きさの長手方向に収縮する力を発生するための収縮部材を設けたことを特徴と
する内視鏡の可撓管。
【００４６】
（付記項２）　前記収縮部材を前記網状管の外側を被覆する外皮によって構成し、この外
皮はオートクレーブ滅菌した際に収縮力を発生することを特徴とする付記項１に記載の内
視鏡の可撓管。
【００４７】
（付記項３）　前記外皮は、高分子材料で形成したことを特徴とする付記項１に記載の内
視鏡の可撓管。
【００４８】
（付記項４）　前記高分子材料は、エステル系，スチレン系，オレフィン系及びアミド系
のうち、いずれかの樹脂を単独又はブレンドして用いていることを特徴とする付記項３に
記載の内視鏡の可撓管。
【００４９】
（付記項５）　金属帯片を螺旋状に巻回して形成した螺旋管と、少なくとも２本以上の金
属素線を長手方向に直交することなく、且つ平行でもない方向に編み込んで形成し、前記
螺旋管の外周を被覆する網状管及び、この網状管の外側を被覆する外皮から構成した可撓
管部を有する内視鏡において、
内視鏡内部の圧力が外部よりも低くなるときの圧力差によって発生する前記可撓管部を伸
張する力に対し、この可撓管部の外皮が収縮することで前記伸張する力と略同等な大きさ
の該可撓管部を収縮する力を発生させて、この可撓管部の長さ変化を抑制することを特徴
とする内視鏡。
【００５０】
（付記項６）　内視鏡内部の圧力が外部の圧力に比べて所定値を超えると開放し、前記内
視鏡内部の圧力を前記所定値に保持する圧力調節弁を有し、
この圧力調節弁は、内視鏡内部の圧力が外部よりも低くなるときの圧力差によって発生す
る前記可撓管部を伸張する力に対し、該可撓管部を収縮する力が略同等となるように、前
記所定値を設定可能であることを特徴とする付記項５に記載の内視鏡。
【００５１】
（付記項７）　前記外皮は、高分子材料で形成したことを特徴とする付記項５に記載の内
視鏡。
【００５２】
（付記項８）　前記高分子材料は、エステル系，スチレン系，オレフィン系及びアミド系
のうち、いずれかの樹脂を単独又はブレンドして用いていることを特徴とする付記項７に
記載の内視鏡。
【００５３】
（付記項９）　少なくとも２本以上の金属素線を長手方向に直交することなく、且つ平行
でもない方向に編み込んで形成した網状管及び、この網状管の外側を被覆する外皮から構
成した可撓管部を有し、内視鏡内部の圧力が外部の圧力に比べて所定値を超えると開放し
、前記内視鏡内部の圧力を前記所定値に保持する圧力調節弁を備えた内視鏡において、
内視鏡内部の圧力が外部よりも低くなるときの圧力差によって発生する前記可撓管部を伸
張する力に対し、この伸張する力と略同等な大きさの該可撓管部を収縮する力を発生させ
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る収縮力発生手段を設けたことを特徴とする内視鏡。
【００５４】
（付記項１０）　前記収縮力発生手段は、オートクレーブ滅菌によって前記外皮が収縮す
ることを用いたことを特徴とする付記項９に記載の内視鏡。
【００５５】
（付記項１１）　前記可撓管部を伸張する力は、前記圧力調節弁の設定によって変化し、
前記伸張する力と前記可撓管部を収縮する力とが略同等になるよう前記圧力調節弁を設定
したことを特徴とする付記項９に記載の内視鏡。
【００５６】
（付記項１２）　前記外皮は、高分子材料で形成したことを特徴とする付記項１０に記載
の内視鏡。
【００５７】
（付記項１３）　前記高分子材料は、エステル系，スチレン系，オレフィン系及びアミド
系のうち、いずれかの樹脂を単独又はブレンドして用いていることを特徴とする付記項１
２に記載の内視鏡。
【００５８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、オートクレーブ滅菌時に長さ変化を抑制可能な内視
鏡の可撓管を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１実施の形態を備えた内視鏡装置を示す全体構成図
【図２】図１の内視鏡挿入部の可撓管部を示す説明図
【図３】図２の可撓管部中の網状管を拡大した説明図
【図４】従来の可撓管部にかかる力を示す概念図
【符号の説明】
１…内視鏡装置
２…内視鏡
７…挿入部
１５…可撓管部
１６…湾曲部
１７…先端部
３７…螺旋管
３８…網状管
３９…外皮
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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